
郡山市農福商工連携イノベーション推進補助金認定審査要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、郡山市農福商工連携イノベーション推進補助金（以下「本事業」とい

う。）の実施に当たり、本事業に応募した者（以下「応募者」という。）の中から補助対象候

補者を選定するために必要な事項について定めるものである。 

 （選定方法） 

第２条 選定に当たっては、応募内容を書面審査により評価し、補助対象候補者の選定を行

う。 

 （資格審査） 

第３条 応募内容が、本事業の募集に当たり定める応募要件を満たしていることの資格審

査は、産業雇用政策課が行う。 

２ 応募者の資格要件は、応募者が次の各号のいずれにも該当する者であることとする。 

(1)中小企業法（昭和 38年法律第 154号）第２条第１項に規定する中小企業者 

(2)市が運営するウェブサイト「こおりやま広域圏 農福商工連携企業・団体ガイド」に登

録されている企業又は団体（以下「ガイド登録者」という。） 

(3)所得税法（昭和 40年法律第 33号）第 229条の届出書（以下「開業届」という。）により

納税地に本市を指定している者又は法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第 148 条第１項の

届出書（以下「法人設立届出書」という。）により主たる事務所の所在地及び納税地に本市

を指定している者 

(4)次のいずれにも該当しない者 

イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業（営利を目的と

した事業を営む個人又は法人のうち、第１号に該当しないものをいう。以下同じ。）が所有

している者 

ロ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している者 

ハ 大企業の役員又は従業員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている者 

二 フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者 

ホ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２条

第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業

を行う者 

へ 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者 

ト 宗教活動又は政治活動を目的とする者 

チ 事業に関して必要な許認可等を取得していない者 

リ 郡山市暴力団排除条例（平成 24年郡山市条例第 46号）第２条に規定する暴力団、暴力

団員及び暴力団員等に該当していると認められる者 

ヌ 過去に郡山市農福商工連携イノベーション推進補助金の交付を受けたことがある者 



３ 応募者が連携する企業又は団体（以下「連携事業者」という。）の資格要件は、連携事

業者が次の各号のいずれにも該当する者であることとする。ただし、連携事業者が複数いる

場合は、そのうち１者でも資格要件を満たせていれば足りる。 

(1)ガイド登録者 

(2)開業届により納税地にこおりやま広域圏内市町村を指定している者又は法人設立届出

書により主たる事務所の所在地及び納税地にこおりやま広域圏内市町村を指定している者

であること 

(3)次のいずれにも該当しない者 

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２条

第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業

を行う者 

ロ 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者 

ハ 宗教活動又は政治活動を目的とする者 

二 事業に関して必要な許認可等を取得していない者 

ホ 郡山市暴力団排除条例（平成 24年郡山市条例第 46号）第２条に規定する暴力団、暴力

団員及び暴力団員等に該当していると認められる者 

 （書面審査） 

第４条 書面審査は、農商工部長、農商工部理事、産業雇用政策課長、園芸畜産振興課長、

産業創出課長が応募書類により評価を行う。 

２ 応募者が市に提出する書類は次のとおりとする。 

(1)認定申請書（様式１） 

(2)事業計画書（様式２） 

(3)事業費明細（様式３） 

(4)収支予算書（様式４） 

(5)誓約書（様式５） 

(6)補助事業に要する経費の積算基礎を明らかにした書類（見積書又は経費の根拠が確認で

きるもの） 

(7)履歴事項全部証明書 法人の場合 

(8)確定申告書 法人の場合 

(9)法人事業税納税証明書 法人の場合 

(10)法人市民税納税証明書 法人の場合 

(11)開業届の写し 個人事業主の場合 

(12)確定申告書 個人事業主の場合 

(13)個人事業税納税証明書（所得税納税証明書）個人事業主の場合 

(14)住民税納税証明書（住民税非課税証明書）個人事業主の場合 

※上記は、連携企業又は団体も含む。 



 （審査の基準） 

第５条 審査の項目及び内容について、認定審査表を別表１のとおり定める。 

 （審査の方法） 

第６条 評価は、応募者から提出された応募書類に基づき、個別の審査項目ごとに評価、評

点を行う。 

２ 応募者が１者のみであった場合にも、応募書類に基づく審査を実施し、本事業を実施す

るにふさわしいか否かを評価する。 

 （補助対象候補者の選定） 

第７条 第６条に定める審査の結果、各審査員が評価した評価点数の合計点数を算出し、応

募者の順位を決める。なお、審査員の合計点数が同じ場合は、審査員の過半数で順位を決定

することとする。 

２ 審査員の過半数の採点が 60 点未満の場合もしくは審査員の平均点が 60 点未満の場合

は、選考の対象外とする。 

３ 第１項の順位に基づき、補助金交付対象として認定する事業（以下「認定事業」という。）

を決定する。 

 （審査結果の通知） 

第８条 審査の結果は、応募者へ通知するほか、郡山市公式ウェブサイト等により公表する。 

 （認定事業の変更） 

第９条 認定事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ認定事業計画変更申請書

（様式７）を市に提出し、承認を受けなければならない。 

 （認定の取消し） 

第 10 条 市は、事業の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

認定を取り消すことができる。 

(1)条例、規則、及びこの要領の規定に違反したとき。 

(2)偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。 

(3)認定事業を中止し、又は廃止したとき。 

(4)その他市が不適当であると認めたとき。 

 （守秘義務） 

第 11条 審査員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

   附 則 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

別表１ 

 

郡山市農福商工連携イノベーション推進補助金認定審査表 

 

１ 審査項目及び配点 

 評価ポイント 配点 

基礎評価【15点】 

（１）事業趣旨 
・事業趣旨を理解し、申請の内容が事業趣旨と合致し

ているか。 
５ 

（２）業務体制 

業務実績 
・本事業を実施できる企業・体制か。 ５ 

（３）予算額 ・予算額は、適切な内容となっているか。 ５ 

事業評価【85点】 

（４）新規性・独創性 

・新製品等が既存製品等と比べ、メーカー視点又はユ

ーザー視点における付加価値（他の同種のものにはな

いプラスαの価値）を有しているか。 

20 

（５）優位性 
・既存製品等と比べ、優れた使用価値を有している、

又は異なっていることが確認できるか。 
15 

（６）市場性 

・市場性が見込まれる新製品等であるか。 

・社会情勢や市場状況を踏まえ、新製品等を購入する

見込みのある顧客がいることが認められるか。 

20 

（７）実現性 

・商品開発等事業の実施に当たり、開発方法、生産方

法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が、

商品開発、販路開拓等を確実に実施するために適切で

あるか。 

15 

（８）社会的有用性 
・技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は市民生

活の利便性の増進に寄与するものであるか。 
15 

合計 100 

 

 


